
Ｑ．広域調査とはどのような税務調査なのですか？ 

 

 税務調査に入られる理由はいくつかあるのですが、そのひとつに「広域調査」と呼ばれ

るものがあります。 

 広域調査とは、いくつかの税務署の管轄にまたがって、同時に行われる税務調査のこと

です。具体的には、親・子会社や関連会社がいくつかあり、その登記場所がバラバラの場

合に、それらの会社に一斉に税務署（調査官）が入り、税務調査を実施するケースです。 

 

 もちろん、関連会社がいくつかあるからといって、絶対に広域調査が行われるというも

のではありません。しかし、広域調査が行われる場合は、そのほとんどが無予告調査（事

前に通知のない税務調査）になります。というのも、事前に連絡をすると、関連会社同士

で数字を合わせたり、税務署には見せられない資料を破棄したりする可能性が高くなるか

らなのです。 

 広域調査はかなりやっかいで、複数会社、しかも実質的には同じ経営者である法人に、

同時に税務調査をされるわけですから、対応するだけで大変なことになります。 

 

 また、似たような税務調査の種類に「同時調査」があります。同時調査とは、２つ以上

の税目の税務調査を同時並行して行われる調査のことを指します。 

 税務署は、法人税＝法人課税部門、所得税＝個人課税部門、相続税＝資産課税部門など、

税目（税金の種類）ごとに部署が分かれていて、通常は１つの部署だけで税務調査を行う

ものなのですが、何か理由がある際には、部署が合同で税務調査を実施することもありま

す。これを同時調査と呼ぶわけです。 

 また、会社に対する税務調査であっても、法人税のみならず、消費税や源泉所得税、印

紙税なども同時に調査の対象となり、このような場合も同時調査と呼ばれることがありま

すが、これは一般的な税務調査だと思っていただいて結構です。 

 

 法人税と所得税の部署が合同で行う税務調査の場合、過去に個人事業主であった方が、

法人を設立（いわゆる法人成り）していたという経歴があり、法人税も所得税も同時に調

査しなければならないケースが多いようです。 

 また、経営者が亡くなられた場合に、相続税には会社の株式の評価などが絡む場合は、

相続税の調査のみならず、法人税の調査も同時に行われる場合もあります。 

  

 税務調査にもいろいろな種類のものがあり、一筋縄でいかないということだけでも知っ

ていただければと思います。 
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